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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループでは、経営の透明性と効率性の向上に加え、企業倫理の徹底がコーポレートガバナンスの基本と考え「行動指針」を役員および

従業員の行動基準とし、以下の方針に基づき企業経営にあたっております。

1. 各種法令やガイドライン、当社の規程等を遵守し、社会的な良識を持ち企業倫理に沿って行動します。

2. 公正かつ自由な競争ならびに適正な取引を行い、互いに尊重し合います。

3. 迅速な意思決定と行動を通して経営の効率化を図り、収益性と資本効率を向上させることで、株主、顧客、パートナー企業を含むステークホル

ダーの信頼に応えるとともに、持続的な企業価値向上と発展を目指してまいります。

なお、2025年2月1日に「行動指針」の改定を行い、当社ウェブサイトに掲載しております。

〇行動指針：https://www.cec-ltd.co.jp/corporate/purpose.html

当社のコーポレートガバナンス体制は、監査等委員会設置会社として取締役会と監査等委員会によって取締役の業務執行の監督および監査を
行っております。業務執行については、取締役会の意思決定を迅速かつ的確に実行するため、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員
に委譲して執行責任を明確にすることで経営の効率化を図っております。また、役員の指名・報酬については、取締役会の諮問機関として過半数
を独立社外取締役で構成する指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会の答申を尊重して決定しており、決定過程の透明性・公正性を確
保しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4．政策保有株式】

当社は、政策保有株式について取引関係の維持・強化を通じ、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に株式を保有する方針です。
政策保有株式について、毎年取締役会で保有目的の適切性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを検証しております。その
上で、継続して保有する必要がないと判断した株式は売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。政策保有株式の議決権行使に
おいては、当該保有企業の中長期的な経済合理性を検証しつつ、社会的不祥事等重大な懸念事項の有無等により総合的に判断しております。

【原則1－7．関連当事者間の取引】

当社は、役員と取引を行う場合(利益相反取引を含む)、取締役会の承認を要する旨を社内規程に定めております。また、当社が主要株主等と取
引を行う場合、取引の重要性や性質に応じて必要な承認手続を定めており、他の一般的取引と同等の条件で取引を実施しております。

【補充原則2－4①．中核人材の登用等における多様性の確保】

当社は、従業員の個性と人格を尊重し、1人ひとりがその個性と能力に応じて最大限に力を発揮することができる職場環境を醸成するという考え
のもと、DE&Iを推進しています。従業員の人権を尊重した職場環境づくりを目指すとともに、多様な人材の強みを活かすことが、強くしなやかな組
織づくりにつながると考え、以下の施策を通じて多様な視点を経営・事業に取り込みDE&Iの推進をしております。

＜主要な施策＞

・女性活躍推進

・働き方改革

・働きやすい環境づくり

・プロフェッショナル人材採用推進

・人材育成強化

・介護についての全社理解推進

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

(1)女性の管理職への登用

2030年までに12%以上になるよう取り組んでおります。女性管理職比率の実績については以下のとおりです。

2024年1月期(56期)4.0%

2025年1月期(57期)4.8%

2026年1月期(58期)4.1%

※2026年1月期は女性管理職比率が一時的に低下しておりますが、当事業年度終了後において新たに女性管理職を複数名登用しており、引き続
き女性活躍推進に向けて取り組んでおります。

当社としては、性別によって管理職任用に差異を設けてはおりませんが、ロールモデルとなる女性管理職を増加させることは優先課題と考えてお
ります。新卒を中心とする女性社員採用数の増加に伴い、女性社員比率は向上しており女性特有の事情・ライフイベントにも配慮し、中長期的な
キャリア形成を支援する取組みを強化しております。

(ご参考)女性社員比率

2024年1月期(56期) 23.9%

2025年1月期(57期) 25.1%

2026年1月期(58期) 26.6%

(2)外国人／中途採用者の管理職への登用

外国人・中途採用者においても、管理職登用における制度上・運用上の差異は確認されておりませんが、今後の人材構成や事業展開を踏まえ、
必要に応じて目標設定の是非について継続的に検討しております。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞

当社では多様な人材が価値観の違いを各々認め合い、様々なライフイベント等が発生する際にも仕事と両立できるよう支援制度を整えておりま
す。また、多様性確保に向けて、男性育児休業取得についても積極的に推進めており、その取得実績としては以下のとおりであります。

女性育児休業取得率　

2024年1月期(56期) 100.0%

2025年1月期(57期) 100.0%

2026年1月期(58期) 100.0%

男性育児休業取得率　

2024年1月期(56期) 63.0%

2025年1月期(57期) 75.0%

2026年1月期(58期) 104.0%

※本指標は、育児・介護休業法に基づき、当該事業年度に育児休業等を取得した男性労働者数を、当該事業年度に配偶者が出産した男性労働
者数で除して算出しています。育児休業の取得が事業年度をまたぐ場合があるため、取得率が100.0%を超えることがあります。

当該支援制度により、すべての社員が継続して働きやすい職場となるよう環境整備をし、多様性の確保を進めており、人材育成方針・社内環境整
備方針等については、今後取締役会での議論を踏まえ策定しております。

【原則2－6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社グループは、規約型の確定給付企業年金を導入しております。年金資産の運用につきましては、従業員の年金給付等を将来にわたり確実に
行うことを目的としており、中長期的観点から政策的資産構成割合を策定し、社外の資産管理運用機関に委託しております。また、年金資産の運
用状況を四半期ごとにモニタリングし、必要に応じて策定済みの資産構成割合を見直す運用としています。なお、運用機関に対しては、人事・経理
部門等における適切な資質をもった人材が運用状況を確認し、今後の運用について提起する体制をとっております。

【原則3－1．情報開示の充実】

(ⅰ)当社グループは、情報開示を経営上の重要な責務と位置づけ、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、当社の意思決定の透明性、公正
性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、適時適切な情報発信に努めております。財務情報に加え、非財務情報に
ついても、開示書類、統合報告書、当社ウェブサイト等を通じた情報提供や年2回の決算説明会の実施等により、株主・投資家をはじめとするス



テークホルダーの皆様の理解促進を図っております。

(経営理念体系)

当社グループは、行動指針に掲げている「透明性と対話」に基づき、行動規範を定め、株主および投資家等、ステークホルダーへの適正な情報開
示に努めております。詳細は、当社ウェブサイトに開示しております企業理念体系をご参照ください。

〇シーイーシーの企業理念体系：https://www.cec-ltd.co.jp/corporate/purpose.html

(経営戦略・経営計画)

当社グループは、ICTの力で豊かな未来を創造し、社会の持続可能な発展に貢献することで、社会、顧客、社員、ビジネスパートナー、株主など、
すべてのステークホルダーにとって、なくてはならない「エッセンシャルカンパニー」であり続けたいと考えております。継続して価値を創造し、ス
テークホルダーの期待に応えながら、社会の持続可能な未来に貢献しております。なお、2025年3月の決算説明会にて、VISION 2030および中期

経営計画を発表しております。詳細は、当社ウェブサイトに開示しております、中期経営計画等をご参照ください。

〇長期／中期経営計画：https://www.cec-ltd.co.jp/ir/aboutus/management_plan.html

(ⅱ)「1．基本的な考え方」および当社ウェブサイトに記載のとおりです。

〇コーポレートガバナンス：https://www.cec-ltd.co.jp/esg/governance.html

(ⅲ)取締役の報酬は、固定報酬(金銭)、業績連動型報酬(金銭)および株式報酬型ストックオプションで構成されており、任意の諮問委員会である
報酬委員会の諮問を経て決定しております。なお、取締役個人別報酬の決定方針は以下のとおりです。

【監査等委員でない取締役の個人別報酬の決定方針】

当社は監査等委員でない取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。

a 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、会社が掲げる目標を達成し企業価値向上・株主価値向上を図ることを目的とし、

取締役会が報酬委員会への諮問および答申を受け、これを尊重した決定を行うことで、公正性、透明性に配慮しております。

b 取締役の報酬は、「固定報酬」、「業績連動報酬」および「株式報酬型ストックオプション」で構成しております。

ⅰ「固定報酬」

役位別に設定した基準金額内を在任中に月額払いで支給しております。

ⅱ「業績連動報酬」

業績連動報酬は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとします。

業績連動報酬は、全社業績連動報酬と個人別業績連動報酬により構成しております。なお、業績連動報酬は賞与として年1回支払いいたします。

(ａ)全社業績連動報酬は、役位別基準金額に対して、連結業績(売上高および営業利益)の予算達成率に基づく係数により算出し決定しておりま
す。

(ｂ)個人別業績連動報酬は、役位別基準金額に対して、担当部門別業績(売上高および営業利益)の予算達成度に基づく係数により決定しており
ます。

業績連動報酬に係る指標は売上高および営業利益の達成水準を主な指標とし、実支給額の決定にあたっては代表取締役社長の判断により、予
算達成率に基づく係数により算出された金額を前提とし、報酬委員会への諮問・答申を経て、最終的には代表取締役社長が中長期計画並びに経
営課題解決に向けた対応状況なども含め、総合的に判断の上、報酬委員会の答申を尊重して決定しております。

ⅲ「株式報酬型ストックオプション」

株式報酬型ストックオプションは役員退職慰労金制度に代わる制度として採用しており、ストックオプションとして新株予約権を割り当てることで、
当社取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上に対する経営責任を明確にするため付与するものであります。新
株予約権の付与個数については、取締役の個人別の固定報酬額および業績連動報酬額を月額換算した額をその基準とし、固定報酬額および業
績連動報酬ならびに株主総会で決議された限度額の範囲内において、決定しております。なお、在任中にストックオプションとして新株予約権を割
り当て、退任後に当該新株予約権を行使することとしております。

c 取締役の個人別の報酬等の額に対する報酬等の種類ごとの割合

業績連動報酬が100%として規定額が支給された場合、固定報酬(金銭および株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(金銭および株式報酬
型ストックオプション)との割合は67%、33%となります。なお、種類別の報酬割合は以下の割合を目安といたします。

(業績報酬、株式報酬型ストックオプションが規定額で支給された場合)

取締役 (固定・金銭)61.8～92.3% (固定・SO)5.2～7.7% (業績連動・金銭)0～30.5% (業績連動・SO)0～2.5%

社外取締役 (固定・金銭)100%

d 社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、業績連動報酬(全社・個人別業績評価とも)および株式報酬型ストックオプションは適用対象外と

なっております。

e 当社の取締役の報酬等の内容の決定のうち、一部を代表取締役社長に委任するものとし、その権限の内容および裁量の範囲は、各取締役の

業績連動報酬に係る個別報酬額に関する部分となり、報酬委員会の答申も尊重した上で決定いたします。

【取締役の個人別報酬等の決定に係る委任に関する事項】

当社においては取締役の報酬等の内容の決定のうち、一部を代表取締役社長に委任するものとし、その権限の内容および裁量の範囲は、各取
締役の業績連動報酬に係る個別報酬額に関する部分となり、報酬委員会の答申も尊重した上で決定いたします。これらの権限を委任した理由
は、当社全体の業務を俯瞰し、各取締役の担当事業の評価を行う役割を代表取締役社長が担っており、この者が各取締役の業績連動報酬に係
る個別報酬額を決定することに適していると判断したためです。当該事業年度における取締役の個人別報酬等の額は、株主総会にて承認済みの
枠内にて、決定方針に基づいて、当社全体の業務を俯瞰し、評価できる代表取締役にて決定されていることが取締役会においても決定方針に沿
うものであると判断しております。

(ⅳ)当社は、取締役会の諮問機関として指名委員会を設置しており、指名委員会にて、取締役・経営陣幹部の指名について審議し、取締役会は
指名委員会の答申をもって取締役・経営陣幹部の候補者を決定する方針であります。指名委員会はその独立性確保のため、独立社外取締役が
委員長を務め、また、過半数を社外取締役が占めております。豊富な経験を持つ社外取締役の知見および助言を活かし、取締役会に取締役候補
者等についての意見を提示するだけではなく、サクセッションプランの策定・モニタリングを行い、取締役会へ答申を行うことにより取締役・経営陣
幹部等の指名の決定に関する手続の客観性および透明性を確保しています。また、監査等委員の候補者については、監査等委員会の同意を得
たうえで、ガバナンス・コンプライアンス・財務・会計の知識や経験が豊富で当社取締役会の監督を十分に行える資質を持った人物を取締役会に
付議しております。



(ⅴ)取締役候補者については、株主総会招集通知に個人別の略歴および選任理由を記載しております。

〇株主総会：https://www.cec-ltd.co.jp/IR/shareholder_meeting.html

【補充原則3－1③．サステナビリティについての取組み】

(1)自社のサステナビリティについての取組み

当社は、サステナビリティを巡る課題が重要な経営課題であることを認識し、幅広いステークホルダーとの対話を通じて課題への対応を進めるとと
もに、積極的な情報開示と透明性の向上に努めております。当社のESGの考え方や方針、取組みについては、本報告書Ⅲの「3．ステークホル
ダーの立場の尊重に係る取組み状況」および当社ウェブサイトをご参照ください。

〇サステナビリティ：https://www.cec-ltd.co.jp/esg/

〇サステナビリティ方針：https://www.cec-ltd.co.jp/esg/sustainability.html

〇サステナビリティ推進委員会、リスクマネジメント委員会の設置について：https://www.cec-ltd.co.jp/news/2025/7023.html

(2)人的資本や知的財産への投資等

当社は、従業員個々人の持続的成長が会社としての競争力向上につながると考え、優れた人材の確保と成長、パフォーマンスの最大化を目指
し、以下の取組みを実施しております。

＜人材確保・人材育成＞

当社は、急激に変化する外部環境を的確に捉え、持続的な成長を実現するため、企業価値向上に貢献する多様な人材の確保と育成に取り組ん
でおります。その一環として、キャリア採用を積極的に推進し、専門性や独自の強みを持つプロフェッショナル人材の獲得を図るとともに、多様性を
尊重し、すべての従業員が能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を進めております。また、従業員のパフォーマンスの最大化を通じた収益
性の向上を目指し、一人ひとりが成長し続けることで、企業の成長とともに自己実現を図ることができる人事制度を採用しております。具体的に
は、職務や役割を重視した制度への転換を進めるとともに、チャレンジや成果を適正に評価・反映する目標管理制度を導入し、主体的にキャリア
を形成できる環境を整備し、以下の取組みを行っております。

①役割の明確化と等級の圧縮

等級ごとの期待する役割を明確にし、かつ一般職の等級を圧縮することで、従業員自身が果たすべき成果と目指すべきキャリアをイメージしやす
くし、スピード感をもってキャリアを築ける環境を整備、運用しております。

②複線型のキャリアマップの提供

従来の「一般職」「幹部職」「経営職(管理監督者)」体系から、新たに「専門職」を創設し、複線型のキャリアマップを示し、個々の価値観や適性に
合ったキャリアプランをサポートしております。

③自律的な人材を育成するための目標管理制度の導入

自律型人材育成の観点から、従業員の個人目標設定においては、従業員自らが目標および達成レベルを設定し、上司との面談を通じて相互に
合意のうえ決定するプロセスを構築しております。

④従業員主体の継続的な成長と学び

当社は、社員が自ら目指すべき達成レベルを決定し、挑戦から学びを得て成長できる環境を提供しております。あわせて、多様化・複雑化する環
境の変化に対応していくため、DX人材やPM人材の養成を実施することに加え、階層別・スキル別の期待される役割に沿った教育を体系的に実施
するなど、全社統一した育成を実践することで人材強化を行うほか、社員のスキルチェンジ支援や若年層の能力底上げを図っております。

⑤健康経営

当社が事業を持続的に成長させていくうえでの最大の資本は人材であると考えており、経営目標の達成および経営戦略の実践など、企業価値向
上の源泉も人材となります。従業員の健全な労務提供がなされることにより、事業運営が可能となり、会社の持続的な成長を通じて顧客や地域、
社会全体の発展に貢献できるものと考えております。よって、最大の資本である従業員の健康を担保することを重要な経営課題と捉え、「健康経
営」を経営戦略のひとつに掲げ、健康経営体制を整備するとともに、各種疾病予防策(インフルエンザ予防接種補助、定期健康診断100%受診等)
や、ストレス関連疾患の発生予防・早期発見・適切な対応および再発防止策(ストレスチェックおよび結果報告会の開催など)、またワークライフバ
ランスへの配慮・対応、労働時間の適正化などの取組みが評価され、「健康経営優良法人認定制度」に基づく健康経営優良法人(2026)の認定を
受けました。

⑥ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)

当社は、多様な価値観をもった従業員がお互いを理解し、助け合い、様々なアイデアが飛び交い互いに切磋琢磨できる企業であり続けたいと考え
ます。様々な事情を抱える従業員がいる中でも、柔軟に就業できる、就業しやすいと思ってもらえる環境整備のため、風土改革や意識醸成といっ
たソフト面や、制度・ルールなどのハード面において様々な施策を立案検討し、女性従業員一人ひとりが能力や経験を十分に発揮し、活躍できる
施策を推進しております。また、男性の育児休業を推進するため「プレパパ研修」、育休取得者への「仕事と育児の両立講座」、介護セミナーの実
施など積極的に、育児・介護の両立を支援し、全社員向けにDE&Iについて考える研修を実施し、必要性を周知するとともに互いが助け合える環境
の整備を推進しております。

＜知的財産・無形資産への投資＞

当社では、知的財産・無形資産を企業競争力の向上、継続的な企業価値の向上に必要不可欠な経営資源として捉えており、その創出・活用・強
化に継続的に投資を行っています。特許・意匠(UIデザイン含む)・商標・プログラム著作物といった知的財産のみならず、従業員の技術力・専門ノ
ウハウ、顧客接点から蓄積されるデータ・知見、パートナーとの共創から生まれる新たな価値も広く無形資産として捉え、これらを一体的に強化・
活用することで、新たなビジネス機会の創出につなげていきます。特許については、事業戦略と連動し、自社ブランドサービスやパッケージ製品の
競争力を支える革新技術を中心に出願を推進するとともに、従業員の技術力育成、長期視点での事業成長を目的とし、先端技術を持つ企業との
共同研究・開発および共同出願を行っております。当社が開発したプログラム著作物については、自社内で再利用できるようお客様との契約調整
を進めるなど、技術資産のビジネス活用を推進しております。これらの研究開発費については、有価証券報告書を通じて毎年開示しております。2
030年に向けた中長期成長戦略の一環として、新たな知的財産・無形資産の創出を目指し、基礎研究部門への積極的な投資をはじめ、先端技術
を活用した事業実装に向けた投資を強化しています。また、知的財産・無形資産をより広い視点で捉え直し、保有する知財・無形資産の再評価を
幅広く進めるとともに、事業部門・経営企画部門・人事部門・法務部門が連携し、知財・無形資産の基礎的な理解とその重要性に関する啓蒙活動
を推進するなど、人材育成面も含めた総合的な取り組みを通じて、知財・無形資産を当社の価値創造ストーリーへとつなげる対応を推進していま
す。今後も、各種ナレッジを含む無形資産の共有促進や出願奨励制度などの施策を通じてイノベーションを生み出す組織風土を醸成し、技術革新
を通じた当社の市場優位性を強化してまいります。

(3)気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について



気候変動の原因とされるCO2排出量について、当社の場合はデータセンター事業を営む上で消費する電力に起因するCO2およびお客様に販売す
るハード機器がライフサイクルを通じて排出するCO2の2種類が主要因であることを特定し、削減に向け取組みを進めております。また、本取組み
はISO14001認証を取得済みの環境マネジメントシステムを活用し、進捗等について取締役会でモニタリングする体制を取っております。ISO14001
認証の適用範囲になる当社拠点についても徐々に拡大しており、2025年1月期(57期)をもって当社の全国すべての拠点での認証取得が完了し、
グループ各社での認証取得について順次対応しております。また、中期経営計画 2025-2027において、事業を通じた社会課題への取組みについ

ても積極的に推進していく計画であることを開示しており、現時点での取組みについても当社ウェブサイトに掲載しております。

〇事業を通じたサステナビリティの取組み：https://www.cec-ltd.co.jp/esg/social_business.html

【補充原則4－1①．経営陣に対する委任の範囲】

取締役会は、法令、定款および取締役会規則に定められた重要事項の意思決定を行っております。また、経営陣の業務執行範囲やその権限は、
社内規程で明確にしております。

【原則4－9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

会社法における社外取締役要件および証券取引所が定める独立性基準に従って独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役には、当
社の経営面における助言・監督機能を期待しており、その役割を担うに相応しい人格および専門的知識、経験を有しているかを総合的に検討して
おります。

【補充原則4－10①．指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】

当社は、取締役会の諮問機関として指名委員会、報酬委員会を設置しており、取締役候補者・経営陣幹部の指名・業績評価・報酬設計等につい
て審議し、取締役会に答申を提示するだけではなく、サクセッションプランの策定・モニタリングを行っております。委員の構成は独立社外取締役を
過半数とし、委員長を独立社外取締役とすることで委員会の関与・助言にあたり独立性・透明性を確保しており、詳細は当報告書「Ⅱ-1【任意の委
員会】」の補足説明に記載のとおりです。また、役員候補者の指名方針については、当報告書「3－1(iv)」に、取締役個人別報酬の決定方針は当報
告書「3－1(iii)」に記載のとおりです。

【補充原則4－11①．取締役会の多様性に関する考え方等】

取締役会は、当社の事業分野に精通した社内取締役7名と、他社の経営経験、人事・財務・会計・法務・コンプライアンス面の経験ならびに公認会
計士の資格を有する独立社外取締役5名(うち女性2名)で構成しており、知識・経験・能力面・ジェンダーにおいて多様性を備えた体制となっており
ます。現在の取締役の人数は12名であり、取締役会においては建設的な議論と意見交換がなされており、適切な規模であると考えます。なお、ス
キル・マトリックスについては当報告書参考資料のほか、株主総会招集通知にも記載をしております。また、取締役の選任に関する方針・手続きに
ついては、当報告書「3－1(iv)」に記載のとおりです。

【補充原則4－11②．取締役・監査役の兼任状況】

取締役(社外および監査等委員である取締役含む)の取締役会および監査等委員会への出席率は高く、兼任数は合理的な範囲内であると考えて
おります。また、取締役の他の上場会社役員兼任状況は定時株主総会招集通知および有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4－11③．取締役会の実効性評価】

当社では、取締役会の機能向上により企業価値を高めることを目的とし、外部機関(第三者)を活用して、全取締役(監査等委員である取締役、社
外取締役を含む)を対象とした、取締役会実効性評価に関するアンケートを1年に1回、定期的に実施しております。そして、アンケートにより抽出さ
れた結果・課題を踏まえ、取締役会で議論を行い、課題に対する対策を検討・実行しております。

＜実施概要＞

2025年度は、①取締役会の在り方、②取締役会の構成、③取締役会の議論、④社内取締役のパフォーマンス、⑤取締役会の運営、⑥株主(投資
家)との対話、⑦指名委員会・報酬委員会運営、⑧ご自身の取組みなどに関するアンケートを実施しました。

＜評価結果＞

〇概要

アンケート結果からは、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に共通認識を各取締役が持ち審議を実施したことが評価されており、
取締役会の実効性が確保されていると評価しております。一方、取締役会の主に経営戦略や計画面でのアジェンダ設定の充実、議論の一層の充
実化に向けた取組みなど、取締役会実効性向上への継続課題とされる意見も出ております。

〇本年の改善点について

・取締役会のモニタリング強化

サステナビリティ推進委員会およびリスクマネジメント委員会との連携対応については、昨年と比較し改善が見られたと評価されております。

・ガバナンス向上

経営と執行の分離、当社が目指すべき「監督」の在り方について、取締役会における合意形成が進むことで、監督機能強化への意識が高まって
おります。一層の経営と執行の分離について、取締役間で共通認識を持ち取り組んでおりますが、さらなる推進の必要性が認識されました。

〇認識された課題について

・取締役のスキルの一層の充実

・ガバナンス向上

一層の経営と執行の分離について取締役間で共通認識を持ち取り組んでおりますが、さらなる監督強化に向けた対応の必要性が認識されまし
た。

・中長期計画の進捗管理強化、対処すべき経営課題に関する議論

取締役会においては、アンケート結果より客観的に抽出された課題をもとに取締役会で優先順位付けを行い、改善し続けることで、さらなる実効性
の向上を図り、そして、企業価値向上に向けた議論を進めております。

【補充原則4－14②．取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)に対し、各々に求められている役割や職責を果たしてもらうべく、社内研修、外部セミナーならび
に勉強会等を実施しております。なお、セミナーや研修に要する費用は、当社規程に基づき当社で負担しております。また、重要な法改正等の機
会には、適宜情報提供を行っております。



【原則5－1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社では、IR担当部署は経営戦略室が担っており、IR部門を管掌する取締役のもと、コーポレートグループの各部門が経営戦略室を補助する体
制となっております。なお、機関投資家・アナリスト等向けの決算説明会を半期に1回開催するとともに、個別面談等を実施しております。上記活動
の中で、投資家より提示された質問・意見は、必要に応じて経営会議での報告やレポート配布および、取締役会への株主との対話にかかる実績
報告などにより、経営幹部に共有の上、適宜対応を検討しております。決算関連資料および決算説明会資料に関しては、当社ウェブサイトに掲載
しております。また、決算説明会については、より多くのステークホルダーの皆様にご理解いただくために、ライブ配信および動画配信を実施して
おります。

〇IRライブラリー：https://www.cec-ltd.co.jp/IR/library.html

(株主との対話の実施状況等)

株主との対話の実施状況は、以下のとおりです。

(1)対話の主な対応者

代表取締役、IR部門を管掌する取締役およびIR担当部門スタッフ

(2)対話を行った株主の概要

対象期間：2025年2月1日～2026年1月31日

・件数：93件

・対話形式：1on1、電話取材

・運用方法：アクティブおよびパッシブ

・対応者の担当分野：アナリスト、ファンドマネージャー、ESG担当等　

(3)対話の主なテーマや株主の関心事項

・中期経営計画2025-2027における営業利益目標

・資本コストを意識した経営についての対応状況

・資本政策、M&A検討状況等の財務関連事項

(4)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバックの状況

・取締役会および経営会議において半期ごとにIR活動報告について株主からの意見、懸念事項の説明を実施

(5)対話やその後のフィードバックを踏まえて、取り入れた事項があればその内容など

・中期経営計画2025-2027策定における資本コストや株価を意識した経営の開示

・経営指標、業績指標等の定量情報の拡充

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2025年3月13日

該当項目に関する説明

当社グループは、VISION 2030および中期経営計画2025-2027において、キャッシュアロケーションの長期的な考え方を開示しております。収益力・

資本効率等に関する目標指標として、売上高、営業利益、営業利益率、自己資本当期純利益率(ROE)を用いており、その中でもROEを最重要指
標として位置づけ、株主資本コストを上回る継続的な利益成長により、中期経営計画2025-2027ではROE目標を14%以上と掲げております。

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ウェブサイトの2025年1月期決算説明会補足資料に記載しております。

〇2025年1月期決算説明会補足資料：https://www.cec-ltd.co.jp/IR/guide/

〇長期経営計画：https://www.cec-ltd.co.jp/ir/aboutus/management_plan.html

今後も資本コストや株価を意識した経営を推進、株主資本コストを上回る利益を追求し、持続的な企業価値向上を目指しております



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ミツイワ株式会社 4,447,200 14.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,679,800 11.79

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,345,700 7.51

岩﨑宏達 1,335,100 4.27

富士通株式会社 1,240,000 3.97

シーイーシー従業員持株会 1,059,400 3.39

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＦＩＭ／ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧＦＵＮＤＳ／ＵＣ

ＩＴＳ ＡＳＳＥＴＳ
965,000 3.09

日本フォーサイト電子株式会社 930,960 2.98

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩTIＥＳ 758,081 2.42

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 493,931 1.58

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 1 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

髙橋　静代 他の会社の出身者

小杉　乃里子 他の会社の出身者

名和　亮一 他の会社の出身者

谷口　勝則 公認会計士

國安　幹明 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙橋　静代 　 ○ ―――

髙橋静代氏は、システム開発企業における事
業部門長および人事部門長ならびに上場企業
における取締役管理部門長の経験があること
から、特に人的資本に関する当社の課題に対
し、総合的な見地からの助言ならびに実務視
点も踏まえた業務執行の監督機能を期待し、
社外取締役として選任をしております。また、当
社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般
株主との利益相反が生じるおそれはないと考
えております。

小杉　乃里子 　 ○ ―――

小杉乃里子氏は、国内外の多様な企業で財
務・経理に関するご経験に加え、経営企画・IR
に関する幅広いご経験があることから、特にIR
・企画・財務面からの的確な経営への助言およ
び国際性や多様性の観点からの助言ならびに
業務執行の監督機能を期待し、社外取締役と
して選任をしております。また、当社と同氏との
間に特別な利害関係はなく、一般株主との利
益相反が生じるおそれはないと考えておりま
す。

名和　亮一 　 ○ ―――

名和亮一氏は、大手IT企業の代表取締役経験
者であり、在任中に培ってきた見識と経験によ
り社外取締役として当社の経営基盤強化およ
び事業成長に向けて、幅広い経営的視点から
の助言および業務執行の監督機能を期待し、
社外取締役として選任をしております。また、当
社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般
株主との利益相反が生じるおそれはないと考
えております。

谷口　勝則 ○ ○ ―――

谷口勝則氏は、公認会計士としての専門的知
識、経験を有していること、またシステム開発企
業での監査役の経験を有しており、かかる経験
に基づく適切な監査・監督を期待し、監査等委
員である社外取締役として選任をしておりま
す。また、当社と同氏との間に特別な利害関係
はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれ
はないと考えております。

國安　幹明 ○ ○ ―――

國安幹明氏は、監査役および監査等委員とし
ての監査経験、またグローバル企業でのガバ
ナンスおよびコンプライアンス業務経験を有し
ており、かかる経験に基づくグローバルな観点
からのガバナンス強化および適切な監査・監督
を期待し、監査等委員である社外取締役として
選任しております。また、当社と同氏との間に
特別な利害関係はなく、一般株主との利益相
反が生じるおそれはないと考えております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由



監査等委員会は、内部監査部門等の要員に対し、必要に応じて監査業務の補助を命令することができ、監査業務の補助を行った者の人事異動・
評価等については監査等委員会の同意を得ることとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、2025年1月期より三様監査会を四半期ごとに開催し、三者が一堂に会して、情報共有、意見交換を行うことで、各監査の実効性向上を
図っております。

(1)監査等委員会と会計監査人の連携

監査計画、監査報酬、監査結果の説明、KAMに関する協議など、三様監査会において協議・意見交換を行っております。

(2)監査等委員会と内部監査部門の連携

内部監査部門は、監査部長が毎月監査等委員会に出席し、監査計画や監査結果の報告を行うとともに、必要に応じて共同で往査を実施するな
ど、常に連携を図っております。

(3)会計監査人と内部監査部門の連携

毎年度の内部統制評価（整備評価、運用評価）を連携して実施しているほか、会計監査結果や内部監査結果について、適宜情報共有する等連携
を深めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 6 0 1 5 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 6 0 1 5 0 0
社外取
締役

補足説明

(1)委員の選定・指名方法

当社では取締役会における決議をもって委員を選定しております。また、指名委員会、報酬委員会の独立性確保の観点から、委員の過半数を独
立社外取締役で構成し、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定することとします。

(2)委員会の権限および役割

指名委員会、報酬委員会は、取締役会または代表取締役社長の諮問に応じて、取締役等の指名・報酬に関する重要事項について審議し、その
結果を取締役会に答申いたします。

(3)委員会構成の独立性に関する考え方

上記(1)のとおり、委員の構成は独立社外取締役を過半数とし、委員長を独立社外取締役とすることで委員会の関与・助言にあたり独立性・透明
性を確保しております。

(4)活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の委員の出席状況)

指名委員会は、2026年1月期の社長・取締役等の各候補者案について審議し、当社取締役会に答申を行いました。

報酬委員会は、社長・取締役の個別報酬および役員報酬の決定に関する方針等について審議し、当社取締役会および代表取締役社長に答申を
行いました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項



当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、 東京証券

取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当報告書「I-1．基本的な考え方の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3－1(ⅲ)」に記載している方針に基づき、業績連動
報酬の支給およびストックオプションを付与しております。

＜参考＞

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額70百万円、

計1,800個(1個あたり100株)を上限に付与いたします。(2022年4月22日開催の第54回定時株主総会において決議)

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

2012年4月18日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって廃止した役員退職慰労金に代わる報酬制度として、株式報酬型ストックオプション
制度を導入しており、その目的は、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する報酬等の一部をストック・オプションとして
新株予約権を割り当てることで、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上に対する役員の経営責任を明確にすることであ
ります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書にて、全取締役の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当報告書「I-1．基本的な考え方の【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3－1(ⅲ)」に記載のとおりです。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の職務を補助する専任の要員は配置しておりませんが、監査等委員である取締役がその職務を
補助すべき要員を求めた場合には、必要に応じてコーポレートグループおよび内部監査部門等の要員にて対応できる体制となっております。ま
た、取締役会の審議に関して、重要度の高い事案・情報がある場合、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対して、取締役会に先立
ち、早期に資料を配布することで、審議時間を十分に確保、経営監視機能の強化に努めております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1)現在の体制について

現在の当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち社外取締役3名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名
)の計12名で構成され、代表取締役社長が議長を務めております。取締役会における社外取締役の割合は1/3以上となっております。当社の取締
役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する機関と位置づけておりま
す。なお、取締役の報酬につきましては、当報告書「Ⅰ－1【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の原則3－1(iii) 」に、取締役の

指名につきましては、当報告書「Ⅰ－1【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の原則3－1(iv)に記載のとおりであり、任意の指名
委員会、報酬委員会を設置しております。さらに経営に関する重要な事項を審議する場として、取締役社長および執行役員の計10名で構成される
経営会議を実施しており、実務的な検討を行っております。

(2)監査等委員会における監査・活動状況など

監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名および監査等委員である社外取締役2名の計3名で構成されております。年度の監査方針・
監査計画に従い、取締役会や経営会議などの重要な会議に出席し適宜意見を述べるほか、取締役や経営幹部への定期インタビューを実施し、経
営方針に関する情報収集と監査環境の整備に努めております。また、会計監査人および内部監査部門と連携した監査の実施、四半期ごとに三様
監査会を開催するなどし、監査の実効性向上に努めております。なお、常勤監査等委員は重要な会議に出席するほか、業務の執行状況を厳格に
監視し、個別の調査事案が発生した場合は、調査を行っており、これらの職務執行状況を監査等委員会に報告しております。社外監査等委員は
取締役会、監査等委員会等の場において専門的な意見を提供し、当社の健全な経営に寄与しております。また、監査等委員でない社外取締役と
ともに社外取締役連絡会を設け情報共有を行っており、これらの情報を監査等委員会に報告し、健全性確保に努めております。

(3)指名委員会および報酬委員会における活動状況など

指名委員会の構成は、独立社外取締役5名および社内取締役(監査等委員でない取締役1名)で構成されております。

報酬委員会の構成は、独立社外取締役5名ならびに社内取締役(監査等委員でない取締役1名)で構成されております。

それぞれの委員会の出席状況等は、当報告書「Ⅱ 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体

制の状況 1．機関構成・組織運営等に係る事項 (4) 任意の委員会」に記載のとおりです。

(4)責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役との間で会社法第427条第1項および当社定款の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取
締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。さらに、
取締役会による役員人事および役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保することを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名委
員会、報酬委員会」を設置しております。上記体制を採用し、より一層のコーポレートガバナンスの充実を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会開催日の28日前に当社ウェブサイトおよびTDnetを通じて公開しております。

株主総会開催日の20日前に書面にてアクセス通知を発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は１月末期末のため、株主総会集中日となる可能性は低いと考えております。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権の行使を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームの導入を行っており、議決権電子行使のための環境を
整備しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知（狭義および参考書類）についての英訳を当社ウェブサイトにおよびTDnetを通
じて開示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

機関投資家・アナリスト・各種メディア記者等向けの決算説明会を年2回開催す
るとともに、別途個別面談やスモールミーティングを実施しております。なお、
決算説明会に関しては、より多くのステークホルダーの皆様にご理解いただく
ために、ライブ配信および動画配信を実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書または半期報告
書、決算説明会資料および動画配信等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当部署は、経営戦略室が主管しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「シーイーシーグループ行動指針」において、各ステークホルダーの皆様に対する立場の
尊重について明記しております。詳細は当社ウェブサイトに掲載しております。

〇行動指針：https://www.cec-ltd.co.jp/corporate/purpose.html

【シーイーシーグループ行動指針 】

1．持続可能な社会へ

私たちは、良き企業市民として、法令を遵守し、人権を尊重したうえで、多様性を受容する
とともに、持続可能な循環型社会を目指した責任ある企業活動を実践します。

2．お客様満足の追求

私たちは、日々の努力による技術力の向上および提案力と実行力の強化によって、お客
様の満足を追求し、信頼を積み重ね、期待に応え続けます。

3．変革への挑戦

私たちは、会社の発展と社会変革に貢献するために、自己研鑽を怠らず、成長に向けた挑
戦意欲を持ち続け、常に変革へ挑み、高い成果を追求します。

4．共創と共栄

私たちは、さまざまなビジネスパートナーと互いを尊重し合い、長期的な信頼関係を築くこ
とで、より一層の共創と共栄を実現します。

5．透明性と対話

私たちは、適正な情報開示と株主および投資家等との積極的な対話を通じて、経済的価
値および社会的価値の創出に向けた自社の取組みを正しく発信し、また適切に助言を受
け入れることで信頼関係を醸成し、中長期的な企業価値の向上を実現します。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

2025年2月にサステナビリティ推進委員会を設置し、当社のサステナビリティ方針に沿っ
て、マテリアリティの設定、対応策の立案ならびに各種KPIの管理など、全社のサステナビ
リティ経営を推進、支援しております。

〇サステナビリティ推進委員会およびリスクマネジメント委員会の設置に関するお知らせ：h
ttps://www.cec-ltd.co.jp/news/2025/7023.html

従来より取り組んできた環境保全活動およびCSR活動の現在につきましては、以下のとお
りです。

(1)環境保全活動

当社は、環境方針を当社ウェブサイトに開示をしており、省エネ、省資源を重点項目とし
て、使用電力の削減や紙使用量の削減などの環境保全に努めています。

また、金融安定理事会が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言
に賛同し、気候変動を経営における重要課題の一つと捉え、それに係るリスクと機会が事
業活動等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を進めるとともに、経営戦略
およびリスク管理の両面で今後も開示情報の質と量の充実に取り組んでおります。これら
の活動はISO14001準拠の環境マネジメントシステムに基づき運用し、活動状況のモニタリ
ングと評価、見直しのサイクルを回すことで、組織全体への定着を図っております。この活
動の一環としてISO14001認証の取得を進め、2025年1月期に主要拠点すべてで認証取得
を完了しました。2026年1月期より、グループ会社の認証取得にも着手し、大分シーイー
シー株式会社の認証を完了しました。引き続き、グループ会社を含めた認証範囲の拡大を
継続しております。

気候変動およびTCFD提言に基づく情報開示は、当社ウェブサイトに詳細を公表しておりま
すので、ご参照ください。

〇気候変動への取り組み：https://www.cec-ltd.co.jp/esg/climate_change.html

(2)CSR活動

当社は、自社開発した子育て支援アプリ「at Claps」を活用し、地域に根ざす児童・医療・高

齢者各施設と連携した社会貢献活動を積極的に推進しております。2025年1月期は、各施
設での活動が継続的なものにできるよう、KPIを設定し管理・可視化する体制も整備しまし
た。地域社会とのつながりを育む取組みを着実に推進し、持続的な企業価値向上につなげ
ております。活動の成果につきましては以下サービスページのイベント情報に記載しており
ます。

〇at Claps ：https://atclaps.cec-ltd.co.jp/

その他のCSR活動においても、SDGs目標をベースに活動計画を策定し、継続的に推進し
ております。CSR活動については、当社ウェブサイトに「ESGへの取組み」としてまとめ、具
体的な内容を開示しております。

〇社会貢献：https://www.cec-ltd.co.jp/esg/social_contribution.html



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制システム構築の基本方針は以下の通りです。

1.当社及び当社子会社（以下、当社グループという。）の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)取締役は、シーイーシーグループ行動指針の体現者として、法令及び会社の規程類を遵守し、常に社会的良識をもって行動しなければならな
い。

2)取締役会は、実効性のある内部統制システムの構築と、当社グループ全体のコンプライアンス体制の確立・強化に努めなければならない。

3)監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針、監査等委員会規則その他の方針に基づき、取締役の業務執行状況の監査及び必要な調
査を行う。

4)監査等委員である取締役は、会社法の定めるところにより取締役会、経営会議その他の取締役が主催する重要な会議に出席し意見を述べるこ
とができる。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)文書管理規程に基づき、次の各号に定める文書（電磁的記録を含む。）を関連資料とともに、保存する。

① 株主総会議事録

② 取締役会議事録

③ 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録

④ 稟議書

⑤ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

2)前項各号に定める文書の取り扱いは、文書管理規程の定めるところによる。取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能である
方法で保管するものとする。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)経営会議もしくはそれに準ずる機関にリスク情報を集約し、組織的なリスク管理を行うことでリスクの顕在化防止及び早期発見に努めるととも
に、有事の際の迅速かつ適切な情報管理と緊急体制を整備する。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定期に定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項
について迅速かつ的確な意思決定を行う。

2)取締役会の意思決定を業務執行に迅速かつ的確に反映するとともに、その執行状況の監督強化を図るため、業務執行機能を分離させた執行
役員制度を採用し、経営の効率化を図る。

3)取締役会で重要な職務執行の権限を取締役に委任するときは、その委任者と権限の範囲を決定するとともに、合理的な職務分掌、権限規程等
を整備し、迅速な業務執行を行う。

5.当社グループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)シーイーシーグループ行動指針を制定し、企業活動の根本理念を明確にするとともに、従業員向けには、日常的な行動の際の根拠となるシー
イーシーグループ行動規範を定め、各人に配布する。

2)従業員は、法令及び会社の規程類あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、内部通報窓口に速やかに通報しなけれ
ばならない。

3)内部監査部門等は、内部監査規程に基づき、業務全般に対し、コンプライアンスの状況及び業務の手続きと内容の妥当性等について定期的に
内部監査を実施し、社長に対しその結果を報告する。

6.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

1)シーイーシーグループ行動指針を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を保つ。

2)当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を定め、事業の総括的な管理を行う。

3)当社は、当社グループ全体の業務の適正を確保するため、子会社に対してその事業規模、業務形態を考慮し、可能かつ適切な範囲で規程の
制定又は当社規程を準用するよう指導、援助する。

4)当社は、子会社の重要な意思決定事項について、事前に当社取締役会で審議するほか、その他必要な情報について随時報告を求めるものと
する。

7.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人、当該取締役及び使
用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1)監査等委員会は、内部監査部門等の要員に対し、必要に応じ監査業務の補助を命令することができる。監査等委員会の職務を補助すべき取締
役は置かない。

2)監査業務の補助を行う者は、その命令の範囲において取締役の指揮を外れる。

3)監査業務の補助を行った者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査等委員会の同意を得なければならない。

8.当社グループの取締役、監査役及び従業員が当社の監査等委員会へ報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制

1)当社グループの取締役、監査役及び従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為又は法令・定款違反行為
を発見した場合、直接又は間接的に当社の監査等委員会へ速やかに報告しなければならない。なお、当社の監査等委員会は、必要に応じてこれ
らの者から報告を求めることができる。

2)当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行
うことを禁止し、その旨を周知徹底しなければならない。

9.当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の
処理に係る方針に関する事項

1)監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求を行った場合、当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速
やかに当該費用または債務を処理する。



10.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)監査等委員会は、必要に応じ、当社グループの取締役、監査役及び従業員に対しヒアリングを実施し、また報告を求めることができる。

2)監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人及び内部監査部門等とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

3)独立社外取締役間の会合を開き、監査等委員である取締役とそれ以外の社外取締役との間で情報交換を行う。

11.当社グループの反社会的勢力排除に向けた体制

1)シーイーシーグループ行動指針の定めに従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係をもたず、不当な要求
は拒絶し、資金提供を行わない。

2)平素より警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努め、社内教育等により周知徹底を図り、組織的に反社会的勢力を排除できる体制を構
築する。

3)法令等に基づき、取引相手が反社会的勢力でないことを確認するとともに、反社会的勢力であると判明した場合、契約を解除できる条項を設け
るなどして、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。

12.当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制

1)金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の
信頼性と適正性を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

シーイーシーグループ行動指針において、反社会的勢力とは一切関係を持たず、不当な要求は拒絶し、資金提供を行わないことを定めておりま
す。また、警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努め、社内教育等により周知徹底を図るとともに、取引先が反社会的勢力でないことの確
認を行い、契約書への排除条項の設置を推進しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

重要な経営情報の適時開示については、経営会議および取締役会における審議・決定を経て、当社ウェブサイトおよびTDnetに開示しておりま
す。また、公表前の重要事実に関する情報の取り扱いについては、「インサイダー取引防止規程」を定め、適切な情報管理に努めております。
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